
平成30年度第1回【H30.5.21】
総合介護市民協議会資料

2015年
(H27)

2016年
(H28)

2017年
(H29)

2018年
(H30)

2019年
(Ｒ１)

2020年
(Ｒ２)

2021年
(Ｒ３)

2022年
(Ｒ４)

2023年
(Ｒ５)

2024年
(Ｒ６)

2025年
(Ｒ７)

2026年
(Ｒ８)

2027年
(Ｒ９)

2028年
(Ｒ10)

2029年
(R11)

各期の取組み

第８期の取組み項目

　総合介護市民協議会

　地域密着型サービス事
　業等選定評価委員会

　高齢者福祉部会

　医療連携部会
  (医療連携推進会議)

　ｻｰﾋﾞｽ向上委員会

※その他の検討項目については、計画書の進捗管理に基づき各部会において優先順位を付けて検討する。

・高齢者福祉計画の進捗管理・評価

・随時開催

・高齢者福祉計画の進捗管理・評価

・随時開催

・在宅医療・介護連携推進事業の進捗管理・評価 ・在宅医療・介護連携推進事業の進捗管理・評価

令和４年度

・第８期計画での具体的な取組及び目標に対する実
績の検証、評価

令和５年度

・第８期計画での具体的な取組及び目標に対する実
績の検証、評価
・2040年を見据えた第９期介護施設整備計画
・第９期総合介護計画の策定、保険料改定 第

９
期
へ

・公募を実施すれば随時開催

・高齢者福祉計画の進捗管理・評価及び策定

・随時開催

・在宅医療・介護連携推進事業の進捗管理・評価

令和３年度

・第８期計画での具体的な取組及び目標に対する実
績の検証、評価

2025年（令和7年）地域包括ケアシステムの構築に向けた第８期総合介護市民協議会の取組み目標について（案）

計画期間

第６期 第７期 第８期 第９期

団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年（令和７年）に実現できる「近江八幡市地域包括ケアシステム」を目標とする

　自らが自立意識を持ち共に支え合いながら住み慣れた地域での生活を継
続できるために、本市においては、その対象者を高齢者のみならず、障が
い児者、子ども等とし、市民すべてが病気や高齢になっても住み慣れた地
域で安心して暮らし続けることができるまちづくりを進める

①2025年の目指すべき高齢者の
すがた（数値目標）の進捗確認及
び2025年を見据えた次期整備計画
の検討
②新しい総合事業の移行に向けた
取り組みの推進
③介護保険法改正への対応

・現状把握、分析から数値目標の
妥当性を検証
・計画での具体的な取組及び目標
の達成状況に対する評価
・新しい総合事業の充実・発展
・介護保険法改正への対応

・現状把握、分析から数値目標の
妥当性を検証
・計画での具体的な取組及び目標
の達成状況に対する評価
・地域包括ケアシステムの推進
・介護予防、認知症施策の推進、
強化
・介護人材確保及び業務効率化
・介護保険法改正への対応

・地域包括ケアシステムの完成・推
進（PDCA)

第１０期

・新たに2040年（団塊ジュニア世代
が65歳になる）に向けた長期目標
の設定
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第８期で示す方針が目標とし

て設定される

第９期で示す方針が目標とし

て設定される


